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研究ノート

エルサレム巡礼史に関する補助的考察
─ フェルマーンの語るもの ─

櫻　井　康　人

は　じ　め　に

聖地エルサレム巡礼。言うまでもなく、完全な贖罪を伴うこの行為は、キリスト教徒が
最も望むものであり、彼らにとって最も聖なるものであった。実際に聖地巡礼を行った者
たちの幾人かは自らの経験を聖地巡礼記という形で表し、そこから我々は聖なる行為の中
における様々な出来事・苦難・驚き・恐怖・喜びなどを、彼らのフィルターを通してのこ
とではあるが、知ることができる。筆者も聖地巡礼記の分析を通じて巡礼者の経験や記憶
を追ってきたが（1）、当然のことながら、聖地巡礼を成り立たせていたのは巡礼者だけでも
なく、また彼らだけがそれについて語っていたわけでもない。すなわち、聖地巡礼史の全
体像により近づくためには、巡礼者以外の声にも耳を傾けねばならないのである。このよ
うな観点から、筆者はこれまでに巡礼者たちの運搬において中心的な役割を果たしていた
ヴェネツィア側の史料の分析（2）、あるいは聖地巡礼者たちを受け入れる立場にあったフラ

 （1） 拙稿「後期十字軍再考（1） ─ 14世紀の聖地巡礼記に見る十字軍観 ─」『ヨーロッパ文化史研究』7号、
2006年、1～50頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（2） ─ 14世紀の聖地巡礼記に見るイスラーム世界 ─」『ヨーロッ
パ文化史研究』8号、2007年、37～75頁 ; 拙稿「4～13世紀の聖地巡礼記に見るイスラーム・ムスリム観
の変容」『ヨーロッパ文化史研究』9号、2008年、47～88頁 ; 拙稿「15世紀前半の聖地巡礼記に見る十字軍・
イスラーム・ムスリム観 ─ 後期十字軍再考（3） ─」『ヨーロッパ文化史研究』10号、2009年、53～100頁 ; 
拙稿「1450～1480年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（4） ─」『ヨー
ロッパ文化史研究』12号、2011年、179～227頁 ; 拙稿「1481～1500年の聖地巡礼記に見イスラーム観・
ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（5） ─」『ヨーロッパ文化史研究』13号、2012年、199～246頁 ; 
拙稿「1501年～1530年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（6） ─」
『ヨーロッパ文化史研究』14号、2013年、99～133頁（以下、「後期十字軍再考（6）」と略記）; 拙稿「1531
年～1550年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（7） ─」『ヨーロッ
パ文化史研究』15号、2014年、73～97頁（以下、「後期十字軍再考（7）」と略記）; 拙稿「1551年～1570
年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（8） ─」『ヨーロッパ文化
史研究』17号、2016年、53～83頁（以下、「後期十字軍再考（8）と略記」）; 拙稿「1571年～1590年の聖
地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（9） ─」『ヨーロッパ文化史研究』
18号、2017年、125～158頁（以下、「後期十字軍再考（9）と略記」）。

 （2） 拙稿「「無料で運ぶわけではないし、神の愛のために運ぶわけでもない」 ─ 中世におけるヴェネツィア・ガ
レー巡礼船のパトロンたち ─」『史林』97巻 1号、2014年、36～74頁。
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ンチェスコ会聖地管区側の史料の分析も行ってきたが（3）、本小文では同じく彼らを受け入
れる立場にあったイスラーム側の史料分析から聖地巡礼を照射してみたい。

I.　本稿で用いる史料について

一口にイスラーム側の史料と言ってもそれは様々であるが、聖地巡礼について語って
くれるものは多くはない。その中において、オスマン帝国期に発給されたフェルマーン（ス
ルタン勅令）が、聖地巡礼について考える上で、比較的に多くの材料を提供してくれる。
従って、考察の第一歩としてはフェルマーンの分析が妥当かつ無難であろう。
フェルマーンの分析に当たって本稿で用いることができたのは、以下に挙げる四つの
刊行史料である。その中でも一つの主軸となるのが、J・フサイン（トルコ語担当）、F・
シアド（アラビア語担当）、N・ゴスラン（フランス語担当）の三人のフランチェスコ会
士たちが、エルサレムのフランチェスコ会文書館に所蔵されている 1902年までの全 453

通のフェルマーンの写しをフランス語に翻訳した上で公にしてくれた史料集である（4）。そ
して、もう一つの軸となるのが、U・ヘイドがイスタンブルのトルコ共和国総理府オス
マン文書館に所蔵されている「枢機勅令簿Mühimme Defteri」から、1552年から 1615年
までのパレスティナに関連する全 126通のフェルマーンを抜粋し、英語訳した上で公に
してくれた史料集である（5）。フェルマーンを発給する側に当たる「枢機勅令簿」に所蔵・
保管されたものと、受け取る側に当たるフランチェスコ会文書に所蔵・保管されたもの
とでは、性格が大きくことなるであろうことは容易に想定されよう。従って、フェルマー
ンの分析に際しては両者を分けて行った後に、その両者の突き合わせ作業を行ったほう
が良さそうである。ただし、残念ながらヘイド編の史料集がカヴァーしているのが 1615

年までであるので、本稿での考察対象時期もそれに制約されてしまうことをここで断っ
ておきたい。
さて、残る二つの刊行史料について見てみよう。内一つは、フランチェスコ会聖地管
区に関する膨大な史料を収めた、フランチェスコ会士の G・ゴルボヴィッチ編の史料集
である（6）。そこにフェルマーンそのものは所収されていないものの、ピエトロ・ヴェルニ

 （3） 拙稿「厄介者の聖地巡礼者―受入側史料から見た聖地巡礼史」『科学研究費補助金基盤研究（B）報告書　
中近世のキリスト教会と民衆宗教（代表 : 早稲田大学文学学術院教授・甚野尚志）』2010年、102～109頁（以
下「厄介者」と略記）。

 （4） Hussein, J., Sciad, F. et Gosselin, N. （tra.）, Firmans Ottomans, 3 tomes, 1934, Jérusalem, rep., Mancini, I. （éd.）, 1986, 
Jérusalem.（以下、FOと略記）

 （5） Heyd, U. （ed.）, Ottoman Documents on Palestine, 1552-1615 : A Study of the Firman according to the Mühimme 
Defteri, Oxford, 1960.（以下、ODと略記） なお、「枢機勅令簿」については、澤井一彰「トルコ共和国総理府
オスマン文書館における「枢機勅令簿Mühimme Defteri」の記述内容についての諸問題 ─ 16世紀後半に属
する諸台帳を事例として─」『オリエント』49巻 1号、2006年、165～184頁、を参照。

 （6） Golbovich, G. （ed.）, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'oriente Francescano, n.s., 1-12, Quaracchi, 
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エロ・ディ・モンテペローゾといった 17世紀に聖地管区で活動したフランチェスコ会士
たちの年代記が収められており（7）、文脈に応じる形で幾つかのフェルマーンの内容が書き
記されている。当然のことながら、それはフランチェスコ会文書に収められたフェルマー
ンを写したものと考えられる。最後の一つは、ゴルボヴィッチと同様に、フランチェス
コ会聖地管区に関連する史料の発掘・収集・公刊に身を捧げたフランチェスコ会士、A・
アルセによる史料集である（8）。同書には、フェルマーンの他に年代記や聖地巡礼記など、
聖地管区の歴史を明らかにするために重要であるとアルセが判断した史料（およびその
抜粋）が、スペイン語訳された上で所収されており、そこに見られるフェルマーンの多
くは FOや ODから引き出されたものである。ただし、イスタンブルのペラ地区にあるフ
ランチェスコ会文書館に所蔵されているフェルマーンも幾つか含まれており、FOや OD

以外の情報を我々に与えてもくれる。上記の通り、本稿における考察対象時期の限定のた
めに、BBや DTから得られる情報の数こそ少なくなってしまうが、その情報の内容の価
値は決して低くないことを付記しておきたい。
以上のことを念頭に置いた上で、まず次章ではフランチェスコ会文書館に所蔵されてい
るフェルマーンについて見ていこう。

II.　フランチェスコ会文書館所蔵のフェルマーン

上記の理由による考察対象時期の制約のため、本稿では差し当たってムスタファ 1世
期までを一区切りとしたが、その中で確認することのできたフランチェスコ会文書館所
蔵のフェルマーンは、全部で 126通となった。それを時系列順に並べて作成したのが表
1である。加えて、表 1においてはその内容に応じて、A : フランチェスコ会を中心とす
るカトリック教会に関するもの、B : カトリック以外の宗派のキリスト教会やユダヤ教会
に関するもの、C : 巡礼者や旅行者に関するもの、D : 役人に関するもの、E : 商人・商
業に関するもの、F : アラブ人・ベドウィン・ドルーズ派などに関するもの、という形で
区分してみた。我々は、そこから巡礼者に関してどのような事を読み取ることができる
のであろうか。
まず気がつくのは、表 1-5・6・7当たりから、1530年代より巡礼者に対する嫌がらせ
行為を制限しようとする動きがあった、ということである。1530年までの聖地巡礼記作
者たちが、概して聖地周辺域を治めたトルコ人を「強欲で横暴な悪党」として描いている
一方で（9）、1530・40年代の聖地巡礼記作者たちが、彼らを守ってくれる護衛や「お客さん」

1924-1939.（以下、BBと略記）
 （7） フランチェスコ会士たちの作成した年代記については、拙稿「厄介者」102～103頁、を参照。
 （8） Arce, A. （ed.）, Documentos y textos para la historia de Tierra Santa y sus Santuarios, 1600-1700, tomo 1, Jerusalem, 

1970.（以下、DTと略記入）
 （9） 拙稿「後期十字軍再考（6）」120～125頁。
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.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン

（
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

コ
会
聖
地
管
区

長
）

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
従
来
よ
り
教
会
の
補
修
が
許
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
役
人
た
ち
が
妨
害
し

て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ

る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

3.
A
・

D

14
15

46
.6

.1
.-

6.
30

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン

（
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

コ
会
聖
地
管
区

長
）

ナ
ザ
レ
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ナ
ザ
レ
の
教
会
（
受
胎
告
知
教
会
）
に
つ

い
て
も
、
同
上
。

FO
, n

o.
 1

4.
A
・

D

15
15

47
.8

.1
7.

-
9.

16
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
司
令
官

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
が
、

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
エ
ル
サ
レ
ム

の
教
会
人
た
ち
に
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
る

と
い
う
訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ
る
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

5.
A
・

D

16
15

47
.8

.1
7.

-
9.

16
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

ラ
ム
ラ
の
カ
ー
デ
ィ
ー

現
地
人
た
ち
が
、
ラ
ム
ラ
に
あ
る
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
休
憩
施
設
を
不
法
占
拠
し
て
い

る
と
い
う
訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ
る
よ

う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

6.
E

17
15

47
.8

.1
7.

-
9.

16
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
内
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
所
有

の
教
会
が
グ
ル
ジ
ア
人
・
ア
ル
メ
ニ
ア
人

に
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訴
え
に

対
し
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

7.
B
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18
15

49
.4

.2
9.

-
5.

26
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

シ
オ
ン
山
修
道
院
に
モ
ス
ク
が
建
造
さ
れ

た
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
騒
動
を
収
め

る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

8.
A

19
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
・
聖
誕
教
会
・
シ
オ
ン
山
修

道
院
に
向
か
う
巡
礼
者
か
ら
、
金
銭
を
巻

き
上
げ
る
た
め
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
者
た

ち
が
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め

さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

9.
C

20
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

シ
オ
ン
山
修
道
院
の
地
所
に
モ
ス
ク
が
建

造
さ
れ
て
た
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
騒

動
を
収
め
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 2

0.
A

21
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

同
上
。

FO
, n

o.
 2

1.
A

22
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
・
聖
誕
教
会
・
シ
オ
ン
山
修

道
院
の
所
有
物
の
確
認
。

FO
, n

o.
 2

2.
A

23
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

　
エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー

デ
ィ
ー

ラ
ム
ラ
の
カ
ー
デ
ィ
ー

役
人
に
よ
る
ラ
ム
ラ
の
巡
礼
宿
の
不
法
占

拠
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ

る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 2

3.
C
・

D

24
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た

め
に
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
や
通
訳
に
嫌
が

ら
せ
を
す
る
者
が
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の

訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 2

4.
A

25
15

49
.4

.2
9.

-
5.

28
.

ア
レ
ッ
ポ

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た

め
に
フ
ラ
ン
ク
人
巡
礼
者
に
嫌
が
ら
せ
を

す
る
者
が
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
え
に

対
し
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 2

5.
C

26
15

50
.3

.2
0.

-
4.

19
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

シ
オ
ン
山
修
道
院

の
修
道
士
た
ち

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

シ
オ
ン
山
修
道
院
の
敷
地
内
に
モ
ス
ク
が

建
造
さ
れ
、
ム
ス
リ
ム
が
そ
れ
を
占
拠
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
、

騒
動
を
収
め
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 2

6.
A

27
15

50
.3

.2
0.

-
4.

19
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

シ
オ
ン
山
修
道
院

の
修
道
士
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

同
上
。

FO
, n

o.
 2

7.
A
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28
15

54
.4

.4
.-

5.
4.

ア
レ
ッ
ポ

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

の
教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

教
会
の
修
復
願
い
に
対
す
る
許
可
。

FO
, n

o.
 2

8.
A

29
15

55
.4

.2
3.

-
5.

22
.

ア
マ
ス
ィ
ヤ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

カ
ル
ヴ
ァ
リ
の
所
有
権
に
つ
い
て
、
半
分

を
フ
ラ
ン
ク
人
、
半
分
を
グ
ル
ジ
ア
人
が

所
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
再
確
認
。

FO
, n

o.
 2

9.
A
・

B

30
15

55
.4

.2
3.

-
5.

22
.

ア
マ
ス
ィ
ヤ

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

の
教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

住
居
の
修
復
願
い
に
対
す
る
許
可
。

FO
, n

o.
 3

0.
A

31
15

55
.4

.2
3.

-
5.

22
.

ア
マ
シ
エ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ム
ス
リ
ム
が
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に

オ
リ
ー
ブ
山
へ
の
巡
礼
者
に
嫌
が
ら
せ
を

し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め

さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

1.
C

32
15

56
.2

.1
3.

-
3.

13
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
て
役
人
が
金
銭
を
巻
き
上

げ
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
に
嫌
が

ら
せ
を
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、

止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

2.
A
・

D

33
15

56
.3

.1
3.

-
4.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
内
の
フ
ラ
ン
ク
人
所
有
領
域

に
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が
不
法
侵
入
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
、
止
め

さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

3.
A
・

B

34
15

56
.3

.1
3.

-
4.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ム
ー
サ
ー
と
い
う
名
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
フ
ラ
ン
ク
人
の
教
会
人
の
所
有
地
に

て
不
法
に
ブ
ド
ウ
栽
培
し
て
い
る
と
い
う

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

FO
, n

o.
 3

4.
A
・

B

35
15

56
.3

.1
3.

-
4.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
フ
ラ
ン
ク

人
教
会
人
の
所
有
地
に
て
金
銭
を
巻
き
上

げ
る
た
め
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
者
が
い
る

と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ

う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

5.
A

36
15

56
.3

.1
3.

-
4.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
の
地
所
の
囲
い
の
修
復
願
い

に
対
す
る
許
可
。

FO
, n

o.
 3

6.
A

37
15

56
.3

.1
3.

-
4.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
の
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
を
困

惑
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
の
訴
え
に
対
し
、

困
惑
さ
せ
な
い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

7.
A
・

D
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38
15

58
.2

.1
9.

-
3.

21
.

エ
デ
ィ
ル
ネ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ナ
ザ
レ
へ
の
巡
礼
者
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る

者
が
い
る
と
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

8.
C

39
15

58
.1

0.
13

.-
11

.1
3.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
の
会
計
官

①
聖
墳
墓
教
会
・
聖
誕
教
会
へ
の
不
当
な

税
の
要
求
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、

止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 3

9.
A
・

D

②
グ
ル
ジ
ア
正
教
会
が
ア
ム
ド
修
道
院
の

所
有
権
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

の
訴
え
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ク
人
が
所
有
権

を
有
す
る
こ
と
を
確
認
（
巡
礼
者
か
ら
の

収
益
を
考
慮
し
て
）。

A
・

B
・

D

40
15

59
.7

.7
.-

8.
5.

マ
ラ
ー
フ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
内
の
ア
ム
ド
修
道
院
は
フ
ラ

ン
ク
人
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
を
告
知
。

FO
, n

o.
 4

0.
A
・

B

41
15

59
.1

1.
2.

-
12

.1
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
の
会
計
官

ア
ム
ド
修
道
院
へ
の
不
当
な
税
の
要
求
に

つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る

よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

1.
A
・

D

42
15

60
.1

2.
20

.-
15

61
.1

.1
8.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

聖
墳
墓
教
会
の
教

会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

フ
ラ
ン
ク
人
の
所
有
地
へ
の
抑
圧
に
つ
い

て
の
訴
え
に
対
し
、
止
め
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

2.
A
・

D

43
15

61
.1

.1
8.

-
2.

17
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

  
聖
墳
墓
教
会
の
会
計
官

ア
ム
ド
修
道
院
に
お
け
る
グ
ル
ジ
ア
正
教

会
の
領
域
侵
害
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し

て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

3.
A
・

B

44
15

61
.2

.1
7.

-
3.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
総

大
主
教
の
領
域
侵
害
に
つ
い
て
の
訴
え
に

対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

4.
A
・

B

45
15

61
.2

.1
7.

-
3.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ア
ム
ド
修
道
院
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
嫌

が
ら
せ
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止

め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

5.
A
・

F
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46
15

61
.2

.1
7.

-
3.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

カ
ル
ヴ
ァ
リ
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
総

大
主
教
に
よ
る
ミ
サ
妨
害
に
つ
い
て
の
訴

え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

6.
A
・

B

47
15

61
.2

.1
7.

-
3.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
人
巡
礼

者
の
「
柱
の
主
日
」
宗
教
儀
礼
へ
の
ギ
リ

シ
ア
正
教
徒
の
嫌
が
ら
せ
に
つ
い
て
の
訴

え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

7.
B
・

C

48
15

62
.1

.7
.-

2.
6.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た

め
に
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
た
ち
に
不
正
を

働
く
者
た
ち
が
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し

て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

8.
A

49
15

63
.2

.2
4.

-
3.

26
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
ア
ラ
ブ
人
た
ち
が
現
地

通
貨
を
フ
ラ
ン
ク
人
の
貨
幣
に
両
替
す
る

よ
う
に
強
要
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対

し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 5

0.
A
・

F

50
15

63
.2

.2
4.

-
3.

26
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
、
金
銭
を
不
当
に
巻
き

上
げ
る
た
め
に
あ
る
役
人
が
肉
を
市
内
に

持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
強
要
し
て
い
る
と

い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 5

1.
A
・

D

51
15

63
.8

.3
1.

-
9.

30
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

あ
る
シ
ャ
イ
フ
が
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
の

地
所
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対

し
て
、
調
査
し
た
上
で
騒
動
を
収
め
る
よ

う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 4

9.
A

52
15

64
.1

1.
6.

-
12

.5
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
と
ラ
ム
ラ
の
役
人
が
巡
礼
者

か
ら
規
定
以
上
の
金
銭
を
巻
き
上
げ
て
い

る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る

よ
う
に
命
令
（
巡
礼
者
の
数
お
よ
び
彼
ら

か
ら
の
収
益
が
減
少
す
る
た
め
）。

FO
, n

o.
 5

2.
C
・

D

53
15

64
.1

1.
6.

-
12

.5
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
内
に
あ
る
フ
ラ
ン
ク
人
教
会

人
の
住
居
に
対
し
て
嫌
が
ら
せ
を
す
る
者

が
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 5

3.
A

54
15

64
.1

1.
6.

-
12

.5
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ア
ム
ド
修
道
院
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
が
ひ

ど
く
、
教
会
人
た
ち
が
夜
も
眠
れ
な
い
と

い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 5

4.
A
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55
15

64
.1

2.
5.

-

15
65

.1
.4

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

ダ
マ
ス
ク
ス
の
大
カ
ー

デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

聖
墳
墓
教
会
の
天
井
の
修
復
願
い
に
対
す

る
許
可
（
修
復
せ
ね
ば
巡
礼
者
の
減
少
に

つ
な
が
る
と
い
う
理
由
で
）。

FO
, n

o.
 5

5.
A
・

C

セ
リ
ム

2
世

56
15

74
.2

.2
2.

-
3.

24
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
た
ち
が
エ
ル
サ
レ
ム

内
に
保
持
す
る
所
有
物
の
再
確
認
。

FO
, n

o.
 5

6.
A

ム
ラ
ト

3
世

57
15

76
.3

.3
1.

-
4.

30
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

カ
ル
ヴ
ァ
リ
お
よ
び
聖
墳
墓
教
会
の
フ
ラ

ン
ク
人
の
所
有
領
域
へ
の
グ
ル
ジ
ア
正
教

会
の
侵
害
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、

止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 5

7.
A
・

B

58
15

76
.8

.2
6.

-
9.

24
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
宛
カ
ピ

チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

FO
, n

o.
 5

8.
E

59
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
お
け
る
フ

ラ
ン
ク
人
の
所
有
地
に
つ
い
て
の
確
認
。

FO
, n

o.
 5

9.
A

60
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
の
フ
ラ
ン
ク
人
の
所
有
領
域

へ
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
侵
害
に
つ
い
て

の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に

命
令
。

FO
, n

o.
 6

0.
A
・

B

61
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
に
て
ア
ラ
ブ
人
た
ち
が
現
地

通
貨
を
フ
ラ
ン
ク
人
の
貨
幣
に
両
替
す
る

よ
う
に
強
要
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対

し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

1.
A
・

F

62
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
ア
ム
ド
修
道

院
の
修
道
士
お
よ
び
巡
礼
者
に
嫌
が
ら
せ

を
し
な
い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

2.
A
・

C

63
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

フ
ラ
ン
ク
人
商
人
に
損
害
を
も
た
ら
さ
な

い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

3.
E

64
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
、
シ
オ
ン
山

修
道
院
お
よ
び
そ
こ
に
や
っ
て
来
る
巡
礼

者
た
ち
に
害
を
な
さ
な
い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

4.
A
・

C
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65
15

79
.1

0.
22

.-
11

.2
1.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
、
エ
ル
サ
レ

ム
内
に
居
住
す
る
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
た

ち
に
害
を
な
さ
な
い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

5.
A

66
15

81
.3

.1
7.

-
4.

5.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
役
人
た
ち
に
よ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
の

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

FO
, n

o.
 6

6.
D

67
15

83
.8

.8
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
オ
リ
ー
ブ
山
の
地
所
に
お
い
て
、
ワ
ク
フ

管
理
官
が
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
巡

礼
者
た
ち
に
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ

る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

7.
C
・

D

68
15

83
.8

.2
0.

-
9.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
聖
墳
墓
教
会
の
会

計
官

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
、
聖
母
マ
リ

ア
お
よ
び
聖
ラ
ザ
ロ
の
墓
へ
の
巡
礼
者
に

嫌
が
ら
せ
を
す
る
者
が
い
る
こ
と
に
つ
い

て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

8.
C

69
15

83
.9

.7
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
門
に
て
検
査
官
が
不
正
に

荷
物
を
調
査
し
た
上
で
そ
れ
を
巻
き
上
げ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、

止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 6

9.
A
・

D

70
15

83
.8

.2
0.

-
9.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ク
人
修
道

士
の
マ
ヌ
エ
ル
・

ス
テ
ッ
ラ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

嫌
が
ら
せ
を
行
う
者
が
い
る
こ
と
に
つ
い

て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 7

0.
A

71
15

83
.8

.2
0.

-
9.

18
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ク
人
修
道

士
の
マ
ヌ
エ
ル
・

ス
テ
ッ
ラ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

教
会
の
修
復
を
し
よ
う
と
す
る
も
金
銭
を

巻
き
上
げ
る
た
め
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
者

が
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 7

1.
A

72
15

83
.9

.1
4.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

教
会
人
た
ち
お
よ

び
フ
ラ
ン
ス
国
王

の
外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

フ
ラ
ン
ク
人
の
所
有
地
に
対
す
る
嫌
が
ら

せ
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 7

2.
A

73
15

83
.9

.1
8.

-
10

.1
8.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ク
人
修
道

士
の
ア
ン
ジ
ェ

ロ
・
ス
テ
ッ
ラ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

ラ
ム
ラ
に
あ
る
住
居
が
嫌
が
ら
せ
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
え
に

対
し
、
騒
動
を
収
め
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 7

3.
A
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74
15

83
.9

.1
8.

-
10

.1
8.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
聖
墳
墓
教
会
の
会

計
官

ア
ム
ド
修
道
院
・
シ
オ
ン
山
修
道
院
に
お

け
る
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
の
嫌
が
ら

せ
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
、
止
め
さ
せ

る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 7

4.
A

75
15

83
.9

.1
8.

-
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ム
の
カ
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デ
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レ
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サ
ン
ジ
ャ
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ベ
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聖
墳
墓
教
会
の
会

計
官
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ド
修
道
院
に
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け
る
金
銭
を
巻
き
上

げ
る
た
め
の
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が
ら
せ
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つ
い
て
の
訴
え
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、
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め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。
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サ
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の
カ
ー
デ
ィ
ー
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墳
墓
教
会
の
会
計
官
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訳
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計
官
に
よ
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修
道
士
か
ら
の
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な
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徴
収
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い
て
の
訴
え
に
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し
、
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め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
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レ
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デ
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計
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訪
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が
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命
令
。
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サ
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デ
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銭
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上
げ
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た
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サ
レ
ム

内
の
フ
ラ
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ク
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の
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が
ら
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え
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て
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命
令
。
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節
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ン
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ベ
イ
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銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
の
エ
ル
サ
レ
ム

内
の
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
へ
の
嫌
が
ら
せ
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つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
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め
さ
せ
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よ
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命
令
。
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カ
ー
デ
ィ
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エ
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レ
ム
の
サ
ン
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ベ
イ

ア
ラ
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よ
る
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墳
墓
教
会
へ
の
嫌
が
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て
の
訴
え
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し
て
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め

さ
せ
る
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令
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の
カ
ー
デ
ィ
ー
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墳
墓
教
会
の
会
計
官

聖
墳
墓
教
会
へ
の
訪
問
者
か
ら
税
を
徴
収

で
き
る
の
は
教
会
人
の
上
級
者
・
通
訳
・

会
計
官
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て

役
人
も
徴
収
し
て
い
る
、
と
い
う
訴
え
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対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
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命
令
。
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ー
デ
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ム
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サ
ン
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イ
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計
官
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軍
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た
ち
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た

ち
は
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々
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信
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を
侮
辱
し
た
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「
お
前

た
ち
は
ム
ス
リ
ム
を
殺
害
し
た
」
な
ど
と

言
っ
て
聖
墳
墓
教
会
へ
の
訪
問
者
か
ら
金

銭
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
す
る
と
い
う
訴
え

に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。
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の
フ
ラ
ン
ク
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会
人
た
ち
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ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
役
人
た
ち
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
の

生
活
必
需
品
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ワ
イ
ン
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食
料
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言
い

が
か
り
を
つ
け
て
没
収
し
て
い
る
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い
う

訴
え
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対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
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レ
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デ
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①
か
ね
て
よ
り
聖
墳
墓
教
会
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入
場
料
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1
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9
ド
ゥ
カ
ー
ト
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

は
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人
の
収
益
と
な
る
は

ず
で
あ
る
が
、
嫌
が
ら
せ
を
す
る
悪
漢
の

た
め
に
入
場
者
数
が
減
少
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
と

い
う
訴
え
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対
し
て
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嫌
が
ら
せ
行
為
を
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さ
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る
よ
う
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令
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レ
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デ
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ム
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サ
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イ

役
人
た
ち
は
巡
礼
者
か
ら
各
自

6
ア
ス

パ
ー
を
税
と
し
て
徴
収
す
る
の
が
慣
例
で

あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
不
正
に
も
そ
れ
以

上
の
金
銭
を
徴
収
し
て
い
る
と
い
う
訴
え

に
対
し
て
、

15
83
年

9
月

7
日
の
フ
ェ
ル

マ
ー
ン
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
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ア
ス
パ
ー
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上
の
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を
徴
収
し
な
い
よ
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令
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・
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デ
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レ
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サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
ム
フ
タ
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ル

フ
ラ
ン
ク
人
所
有
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ア
ム
ド
修
道
院
へ
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グ
ル
ジ
ア
人
に
よ
る
権
利
侵
害
は
、
フ
ラ

ン
ク
人
巡
礼
者
た
ち
が
落
と
し
て
い
く
年

3,
00

0～
4,

00
0
ア
ス
パ
ー
と
い
う
ワ
ク
フ
の

財
源
に
と
っ
て
も
大
損
失
と
な
っ
て
い
る
、

も
し
巡
礼
者
が
増
え
れ
ば
収
益
は
年

5,
00

0
ア
ス
パ
ー
以
上
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

訴
え
に
対
し
て
、
同
修
道
院
は
フ
ラ
ン
ク

人
の
所
有
下
に
あ
る
こ
と
を
再
確
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。
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デ
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役
人
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た
ち
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聖
誕
教
会
を
占
拠
し

た
上
に
、
鉛
を
は
ぎ
取
っ
て
い
る
た
め
に
、

同
教
会
が
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
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い
る
と

い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
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命
令
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デ
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サ
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ジ
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す
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嫌
が
ら
せ
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し
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フ
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会
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た
ち
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よ
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ム
ス
リ

ム
と
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間
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問
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を
抱
え
て
い
る
エ
ル
サ

レ
ム
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住
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た
ち
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ン
ジ
ャ

ク
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ベ
イ
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収
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令
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ア
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デ
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仕
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ッ
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さ
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サ
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ジ
ャ
ク
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ベ
イ
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砂
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2
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と
蝋
燭
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を
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る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
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今
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不
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に
も
砂
糖

30
袋
が
要
求
さ
れ
て

い
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い
う
訴
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に
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せ
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よ
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デ
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道
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へ
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え
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デ
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ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
・
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
・
オ
ー
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ア
王
国
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神
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ロ
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マ
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国
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ペ
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王
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国
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巡
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て
来
て
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の
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捧
げ

て
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が
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王
国
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ェ

ネ
ツ
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ア
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外
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友
好
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な
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々
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の
巡

礼
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を
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す
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の
フ
ェ
ル
マ
ー
ン
が

発
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た
が
、
巡
礼
者
た
ち
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い
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そ
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を
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マ
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よ
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ら
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ン
ジ
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イ

ス
レ
イ
マ
ン
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世
時
に
定
め
ら
れ
た
以
上

の
金
銭
が
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墳
墓
教
会
へ
の
巡
礼
者
た
ち
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上
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ら
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デ
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レ
ム
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サ
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ジ
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ベ
イ
の

N
が
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銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
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エ
ル
サ

レ
ム
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
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住
の
フ
ラ
ン
ク
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教
会
人
た
ち
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て
い
る
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い
う
訴

え
に
対
し
て
、
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よ
う
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令
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0.

-
9.

29
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
財
務
監
査
官

FO
. n

o.
 9

3
と
同
じ
。

FO
, n

o.
 9

6.
C
・

D

99
16

01
.9

.2
9.

-
10

.2
8.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

FO
. n

o.
 9

3
と
同
じ
。

FO
, n

o.
 9

7.
       

D
T,

 n
o.

 2
6.

C
・

D

ア
フ
メ
ト

1
世

10
0

16
04

.2
.7

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

FO
. n

o.
 9

3
と
同
じ
。

FO
, n

o.
 9

8.
       

D
T,

 n
o.

 3
1.

C
・

D

10
1

16
04

.5
.2

1.
-
5.

30
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
の
権
利
の
確
認
。

D
T,

 n
o.

 3
3.

A
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10
2

16
04

.9
.1

7.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ム
ス
タ
フ
ァ
・
パ

シ
ャ
（
聖
墳
墓
教

会
が
属
す
る
ワ
ク

フ
の
管
理
官
）

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
エ
ル
サ
レ
ム
内
の
異
教
徒
（
キ
リ
ス
ト
教

徒
）
の
長
た
ち
が
、
聖
墳
墓
教
会
に
や
っ

て
来
る
巡
礼
者
た
ち
か
ら
金
を
巻
き
上
げ

て
い
る
結
果
、
巡
礼
者
数
が
減
少
し
て
お

り
、
そ
れ
が
ワ
ク
フ
の
財
源
に
と
っ
て
も

損
害
を
与
え
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し

て
、
彼
ら
が
定
め
ら
れ
た
以
上
の
金
銭
を

と
ら
な
い
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 9

9.
      

D
T,

 n
o.

 3
4.

B
・

C

10
3

16
04

.1
1.

23
.-

12
.2

3.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

航
行
・
交
易
に
関
す
る
安
全
保
障
。

FO
, n

o.
 1

00
.

E

10
4

16
05

.2
.2

0.
-
3.

21
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
友
好
関
係
に
あ
る
キ
リ

ス
ト
教
徒
諸
侯
の
聖
墳
墓
教
会
訪
問
、
お

よ
び
聖
墳
墓
教
会
に
居
住
す
る
修
道
士
た

ち
に
平
穏
を
も
た
ら
す
よ
う
に
と
い
う
要

望
に
対
し
て
、
了
承
。

FO
, n

o.
 1

01
.

C

10
5

16
05

.9
.1

4.
-
10

.1
4.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

従
来
、
聖
墳
墓
教
会
の
修
復
は
許
可
さ
れ

る
べ
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た

め
に
妨
害
す
る
者
た
ち
が
い
る
と
い
う
訴

え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

02
.　
　
　
　

D
T,

 n
o.

 3
7.

A

10
6

16
08

.2
.1

7.
-
3.

18
.

ア
レ
ッ
ポ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

同
上
。

FO
, n

o.
 1

03
.　
　
　
　

D
T,

 n
o.

 4
3.

A

10
7

16
08

.2
.1

7.
-
3.

18
.

ア
レ
ッ
ポ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

従
来
、
聖
墳
墓
教
会
の
維
持
費
に
つ
い
て

は
、
フ
ラ
ン
ク
人
・
ア
ル
メ
ニ
ア
人
・
ギ

リ
シ
ア
人
・
セ
ル
ビ
ア
人
が
平
等
に
負
担

す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
今
や
フ
ラ
ン
ク
人

の
み
に
異
な
る
金
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
以
前
の
定
め
に

従
う
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

04
.　
　
　
　

D
T,

 n
o.

 4
4.

A
・

B

10
8

16
09

.4
.6

.-
5.

6.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
で
は
、
ナ
ツ
ィ
オ
（
民
族
＝

宗
派
）
単
位
で
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
慣
例

で
あ
っ
た
が
、
今
や
そ
れ
を
無
視
す
る
者

た
ち
が
い
る
こ
と
、
お
よ
び
金
銭
を
巻
き

上
げ
る
た
め
に
役
人
が
不
正
行
為
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

05
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 4
6.

A
・

C
・

D
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10
9

16
10

.6
.2

3.
-
7.

23
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
の
修
道
士
へ
の
嫌
が
ら
せ
を

止
め
な
い
者
た
ち
が
い
る
と
い
う
訴
え
に

対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

06
.

A

11
0

16
10

.6
.2

3.
-
7.

23
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

同
上
。

FO
, n

o.
 1

07
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 4
9.

A

11
1

16
11

.6
.1

3.
-
7.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
あ
る
三
つ
の
門
は
フ
ラ
ン

ク
人
の
所
有
下
に
あ
る
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア

人
が
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し

て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

08
.　
　
　
　

D
T,

 n
o.

 5
3.

A
・

B

11
2

16
11

.6
.1

3.
-
7.

12
.

イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
内
居

住
の
フ
ラ
ン
ク
人

教
会
人
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
駐
屯
軍
司
令

官
ア
フ
メ
ト

エ
ル
サ
レ
ム
内
の
と
あ
る
教
会
に
つ
い
て
、

従
来
は
フ
ラ
ン
ク
人
の
教
会
・
ア
ル
メ
ニ

ア
教
会
・
ギ
リ
シ
ア
教
会
・
コ
プ
ト
教
会

が
平
等
に
共
有
し
て
い
た
が
、
今
や
そ
れ

が
不
法
に
も
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訴

え
に
対
し
て
、
以
前
の
定
め
に
従
う
よ
う

に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

09
.　
　
　
　

D
T,

 n
o.

 5
4.

A
・

B

11
3

16
11

.1
2.

7.
-

16
12

.1
.5

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
・
聖
誕
教
会
の
修
道
士
た
ち

を
困
ら
せ
な
い
よ
う
に
と
の
要
望
に
対
し

て
、
了
承
。

FO
, n

o.
 1

10
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 5
7.

A

11
4

16
11

.1
2.

7.
-

16
12

.1
.5

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

キ
ャ
ラ
バ
ン
や
兵
士
た
ち
が
、
ベ
ツ
レ
ヘ

ム
の
修
道
士
に
砂
糖
・
食
べ
物
・
飲
み
物

を
要
求
し
て
困
ら
せ
て
い
る
と
い
う
訴
え

に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

11
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 5
8.

A
・

D
・

F

11
5

16
11

.1
2.

7.
-

16
12

.1
.5

.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

幾
た
び
も
カ
ー
デ
ィ
ー
が
、
エ
ル
サ
レ
ム

や
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
修
道
士
に
食
べ
物
・
飲

み
物
を
要
求
し
て
困
ら
せ
て
い
る
と
い
う

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

12
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 5
9.

A
・

D

11
6

16
12

.1
0.

26
.-

11
.2

5.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
エ
ル
サ
レ
ム
・

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
内
に
居
住
す
る
教
会
人
に
嫌

が
ら
せ
を
す
る
者
た
ち
が
い
る
と
い
う
訴

え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

13
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 6
1.

A

11
7

16
12

.1
1.

25
.-

12
.2

4.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

教
会
の
修
復
許
可
が
与
え
ら
れ
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め

に
エ
ル
サ
レ
ム
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
教
会
人

に
よ
る
修
復
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
者
た

ち
が
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
止
め

さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

14
.

A
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11
8

16
13

.1
0.

15
.-

11
.1

4.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
に
し
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の

ア
フ
メ
ト

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

シ
ャ
イ
フ
の
モ
ハ
メ
ド
・
ア
レ
ミ
と
そ
の

仲
間
た
ち
が
、
金
銭
を
巻
き
上
げ
る
た
め

に
オ
リ
ー
ブ
山
で
の
フ
ラ
ン
ク
人
の
宗
教

儀
礼
を
妨
害
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

FO
, n

o.
 1

15
.

A
・

F

11
9

16
13

.1
0.

15
.-

11
.1

4.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
に
し
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の

ア
フ
メ
ト

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

同
上
。

FO
, n

o.
 1

16
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 7
0.

A
・

F

12
0

16
14

.4
.2

.-
5.

2.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
同
上
。

FO
, n

o.
 1

17
.

A
・

F

12
1

16
14

.4
.2

.-
5.

2.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
同
上
。

FO
, n

o.
 1

18
.

A
・

F

12
2

16
14

.6
.9

.-
7.

9.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
同
上
。

FO
, n

o.
 1

19
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 7
2.

A
・

F

12
3

16
14

.8
.7

.-
9.

7.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
ギ
リ
シ
ア
人
や
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
煽
動
さ

れ
た
幾
人
か
の
ム
ス
リ
ム
、
と
り
わ
け
マ

ロ
ー
ニ
と
い
う
名
の
徴
税
官
が
、
金
銭
を

巻
き
上
げ
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ク
人
教
会
人

へ
の
嫌
が
ら
せ
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
訴

え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

20
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 7
5.

A
・

B
・

D

12
4

16
17

.4
.8

.-
5.

7.
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

フ
ラ
ン
ス
国
王
の

外
交
使
節

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

フ
ラ
ン
ク
人
の
地
所
に
他
の
宗
派
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
不
法
侵
入
し
て
い
る
と
い
う

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

FO
, n

o.
 1

21
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 9
1.

A
・

B
・

C

12
5

16
17

.1
0.

2.
-
10

.3
1.

ビ
レ
ジ
ッ
ク

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

聖
墳
墓
教
会
で
の
フ
ラ
ン
ク
人
の
宗
教
儀

礼
へ
の
他
の
宗
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち

の
嫌
が
ら
せ
に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
、

止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

FO
, n

o.
 1

22
.

A
・

B
・

C

ム
ス
タ
フ
ァ

1
世

12
6

16
17

.4
.8

.-
5.

7.
ア
フ
メ
ッ
ト

聖
墳
墓
教
会
の
フ

ラ
ン
ク
人
教
会
人

た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

同
上
。

FO
, n

o.
 1

23
.　
　
　

D
T,

 n
o.

 9
8.

A
・

B
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としてもてなしてくれるエルサレムのサンジャク・ベイを始めとする役人たちに対して、
概して好意的な評価を与えていることから（10）、フェルマーンによる命令が一時的にではあ
れ効力を発揮したと考えられる。ただし、巡礼者に対する嫌がらせはムスリムからだけで
はなかった。表 1-7にあるように、グルジア正教徒やユダヤ教徒もヨーロッパからやって
来る巡礼者たちに対して嫌がらせを行っていたのであるが、前者の場合、表 1-11・29・
39・43以下に見られるように、聖地における教会（とりわけアムド修道院）の管理権・
所有権を巡ってのカトリック教会との対立が、その一背景となっていたのであろう。さら
に、このような対立の相手はグルジア正教会に限定されていなかった。例えば、表 1-46・
47に見られるように、ギリシア正教徒たちはカトリック信徒たちの宗教儀礼を妨害して
いたが、その場に居合わせた巡礼者たちも被害者としてそこに巻き込まれたことであろう。
このように、早いところでは 1540年代半ばより、再び被害者としての巡礼者に関する

情報が現れ始める（表 1-10）。そこでの加害者がサンジャク・ベイであったように、1540

年代後半よりサンジャク・ベイを中心とした役人たちによる嫌がらせ行為が目立つように
なる（表 1-12～15など）。1550年にシオン山がスレイマン 1世によって占拠されたこと
も受けて（表 1-26）、1550・60年代には聖地巡礼記作者たちは役人たちを強欲な者として
描く傾向にあるが、実にそれは実体験に基づくものであった、ということがフェルマーン
からも確認されるのである（11）。また、表 1-10に見られる役人による巡礼者の不当投獄と
いう情報は、時期的にはやや遅れてのこととなるが、1550・60年代の聖地巡礼記作者の
中には実際に捕縛された上で数年間の奴隷生活を送った者がいる、ということと対応して
いる（12）。
このような傾向に対して中央政府も黙っていなかったことは、表 1-39・52・55などの

示すところである。これらのフェルマーンが述べているように、マルタ島包囲前夜と言え
ども、オスマン帝国にとってヨーロッパからやって来る巡礼者たちのもたらす経済効果は
無視できないものであった。そして、恐らくは巡礼者保護政策を着実に実行に移す意図の
下で、表 1-58と表 1-59を境に、すなわち 1570年代後半を境として、主たる命令対象者（フェ
ルマーンの発給対象者）がサンジャク・ベイからカーディーへと転換しているのであるが、
やはりこのことも聖地巡礼記から確認することができるのである（13）。表 1-64・66は、結
局はカーディーやワクフ管理官なども嫌がらせを行う者として例外とはならなかったこと
を示すが、その後 1580年代までは巡礼者に対する嫌がらせ行為が落ち着きを見せたよう
であるので、中央政府の執った政策は一定の効果を上げたと言える。そしてこのことは、
当該時期の聖地巡礼記作者たちが役人などに対しては概ね感情の沈黙を見せることを説明

（10） 拙稿「後期十字軍再考（7）」84～88頁。
（11） 拙稿「後期十字軍再考（8）」69～72、77～78頁。
（12） 拙稿「後期十字軍再考（8）」72～76頁。
（13） 拙稿「後期十字軍再考（9）」139～143頁。
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するであろう（14）。
しかし、このような方策はまたもや長続きせず、1590年代後半、メフメト 3世統治期

に入ると、役人たちによる巡礼者に対する嫌がらせ行為が再び慢性化の兆しを見せ、その
傾向はアフメト 1世統治期の初期まで続くこととなる（表 1-81・82・84・85・94～100）。
表 1-84・85からは、聖墳墓教会入場料の基本料金 9ドゥカートを上回る金銭が巡礼者た
ちから搾り取られていたことを示すが、この点も聖地巡礼記から確認される（15）。ただし、
このような時期においてもヨーロッパからやって来る巡礼者たちがもたらす経済効果が中
央政府にとって重要であったことは、表 1-86の示すとことである。表 1-93に至っては、
オスマン帝国と友好関係にはない国々からも巡礼者を受け入れようとしていたことが記さ
れている。聖地巡礼記の記述からは、そもそもカトリック信徒は他の宗派のキリスト教徒
の倍の金額の入場料の支払いを強要されていたことが解るが（16）、単純に考えてもこのこと
はヨーロッパから到来する巡礼者たちのもたらす経済効果が他の宗派のキリスト教徒たち
の倍であったことを示す。加えて、恐らくは 1600年という節目の年の前後にヨーロッパ
から聖地巡礼を目指す者の数が増加したことであろう。その結果として、1590年代後半
から揉め事の件数も増加したと考えられるのであるが、アフメト 1世期に入っていくと、
少なくとも役人が加害者となるような事例が見られなくなることから、またもや何某かの
対策が講じられて、一時的に効果を発揮したと考えられる。
ただし、それに代わるような形で問題となるのが、表 1-102に見られるようなカトリッ

クと他の宗派との間の争いである。その後、表 1-102・123～126からすると、1610年代
はキリスト教徒同士の対立が激化した時期であり、それがフランチェスコ会にとっても最
重要課題となっていったと想定することができよう。
さて、最後に次の点を指摘しておきたい。聖地巡礼記では時期を問わずに概してアラブ
人やベドウィンたちは強盗団といった危険分子として描かれているのであるが（17）、それを
反映するようなフェルマーンが、意外に数こそ多くはないものの、やはり時期的な偏向を
見せずに発給されている、ということである（表 1-45・49・61・80・114・118～122）。
ここでも我々は、聖地巡礼記とフェルマーンの相関関係を確認することができるのである。
以上、我々が本章で耳を傾けてきたのは、言わば被害者の声である。次章では、それと
は異なるカテゴリーのフェルマーンに目を移していこう。

（14） 拙稿「後期十字軍再考（9）」144～149頁。ただし、巡礼者たちは「心付け」という形で搾取されていた。
（15） 拙稿「後期十字軍再考（9）」146～147頁。
（16） 拙稿「後期十字軍再考（9）」147頁。
（17） 拙稿「後期十字軍再考（6）」119～120頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（7）」85～86頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（8）」

70頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（9）」147～148頁。
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III.　枢機勅令簿所収のフェルマーン

上記の通り、ヘイドは 1552年から 1615年までのパレスティナに関連する全 126通の
フェルマーンを我々に情報として提供してくれている。ただし、その内の約半分は本稿
の主題とは間接的にも関係を持たないと判断された。またヘイドは、時系列ではなく内
容によって、フェルマーンを区分してまとめている。そこで、筆者が本稿に関連すると
判断した全 63通のフェルマーンを時系列順に並べ直して作成したのが表 2である。なお、
表 2にも表 1と同様の区分を設けた。では、表 2が何を示してくれるのかについて考え
ていこう。

1550・60年代において目立つのは、サンジャク・ベイやカーディー（の息子）などといっ
た役人たちによる不正行為である（表 2-1・2・4・7・10・14）。その中において巡礼者に
関係するのが表 2-2であるが、ここで興味深いのが巡礼記作者たちを苦しめていた「護衛
代」の廃止が 1552年の段階で命ぜられていることである（18）。その後に、ある意味でこの
命令は遵守されていったと言えよう。というのも、時期的には少し遅れるものの、1570

年代以降の聖地巡礼記に見られるように、役人たちは巡礼者たちに「護衛代」ではなく「心
付け」を要求するようになったからである。しかし当然のこととして、「心付け」も巡礼
者たちの懐を痛め続けた（19）。
ただし、サンジャク・ベイたちにも言い分があったようである。表 2-3にあるように、

確かに彼らは巡礼者たちをベドウィンの襲撃から命がけで守っていた。中には反乱分子で
あるベドウィンと癒着する役人もいたが（表 2-4）、1550年代以降に見られるベドウィン
などの反乱分子の活動の活性化は、パレスティナ方面の役人たちにとって非常に頭の痛い
問題であり続け（表 2-5・6・17・21～25・43・45～47・51・57）、ベドウィンによってサ
ンジャンク・ベイが殺害されるという事態も起こった（表 2-51）。そして、このような反
乱分子の攻撃対象には巡礼者や旅行者も含まれていたが、被害者はキリスト教徒に限定さ
れていたわけではなかった（表 2-8・16・26・41・42・49・55・56・63）。すなわち、聖
地巡礼記に見られるアラブ人による巡礼者襲撃は、在地の役人および中央政府にとっては
より大きなレヴェルの問題であった。そして、治安の維持という点に加えて、やはり巡礼
者の増加による経済効果という点を中央政府が看過できなかったことは、表 2-9・50が物
語るところである。表 2-11に見られるような街道の安全の確保への志向は、巡礼におけ
る集客力の増加も見込んでいたのかもしれない。ただし一方で、街道の防備責任者に対し
て、徴税権の付与を許可している事例（表 2-40）や、サンジャク・ベイになりすまして
不法行為を行うベドウィンが存在したことを窺わせる事例（表 2-54）も看過されるべき

（18） 拙稿「後期十字軍再考（6）」124～125頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（7）」85頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（8）」
69～70頁。

（19） 本稿の注 14。
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ではないであろう。
しかし、巡礼者であれば誰でもよい、というわけでもなかった。表 2-13に見られるよ

うに、敵対国の出身者に対しては制限が設けられることもあった。この点は前章でも確認
されたことである（表 1-93）。また、より興味深いのは、キリスト教徒が加害者となって
いる事例が表 2の中に散見されることである。具体的には、キリスト教徒によるモスクの
不法占拠（表 2-12・20、ちなみにユダヤ教徒の事例としては表 2-53）、海賊行為を行うキ
リスト教徒のガレー船（表 2-29）である。また、表 2-14にあるワインの問題についても、
恐らくはキリスト教徒が絡んでいたであろう。そして、本稿に最も関係するのが表 2-15

の事例であり、そこに我々は「厄介者の巡礼者」がフェルマーンにも登場することを確認
することができる。加えて、表 2-34は、カトリック信徒が他の宗派のキリスト教徒巡礼
者を阻害していたことも教えてくれるのである。
さて、ここで話を役人に戻してみよう。1560年代後半以降、役人たちの悪行は一時的
になりを潜めていたが、1570年代後半以降、再びサンジャク・ベイの不正行為が見られ
るようになる（表 2-28・32・38・39）。このような不正行為が、ナブルスにおける農民反
乱の引き金となったのかもしれないが（表 2-33）、その中でも興味深いのが表 2-39である。
この事例は、サンジャク・ベイの中には不当に入手した大麦・小麦を恐らくはヨーロッパ
に輸出していた者がいたこと（20）、および反乱分子であるベドウィンと癒着していた者がい
たことを示してくれるからである。また、本稿の文脈の中で最も気になるのが、前エルサ
レムのサンジャク・ベイであったスレイマンの悪行である（表 2-27・30）。彼の悪行に対
する調査が 1576年というタイミングで行われていることは、前章にて確認した、サンジャ
ク・ベイからカーディーへという転換との関連性を窺わせるからである。しかし、1580

年代にはカーディーによる不正行為も散見され（表 2-44・48・52）、中でも表 2-48はカー
ディーの不正行為が巡礼者にまで及んでいたことを示す。このことを表 1に見られる傾向
と照らし合わせると、結局のところカーディーによる不正行為の対象が、1580年代には
ムスリムであったもののそのことが問題視されるに及んで、1590年代以降にキリスト教
徒に移行したと考えられるであろう。
以上に見てきたような問題は、17世紀に入ってもその傾向を大きく変えることはなかっ

た（表 2-57～63）。ただし、その中において目を引くのが、表 2-58の事例である。ここ
に我々は、再び加害者としてのカトリック信徒の姿を見い出せるからである。加えて、こ
のようなカトリック信徒たちによる排他的な姿勢が、前章で確認した 1610年代にけるキ
リスト教徒同士の対立の引き金になったとも考えられるからである。
最後に、巡礼者に関連すると思われる一つの事例を見ておこう。それは表 2―37である。

ヨーロッパ世界からの巡礼者たちの幾人かは、自分の身を守るための手段の一つしてて、

（20） このような問題の背景については、澤井一彰『オスマン朝の食糧危機と穀物供給─ 16世紀後半の東地中海
世界─』山川出版社、2015年、を参照されたい。
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撃
す
る

ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
巣
窟
と
な
っ
て
い
る
所
に
、

城
塞
を
建
設
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
5.

C
・

F

9
15

60
.7

.1
7.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ワ
ク
フ
管
理
官
の
ム
ス
タ

フ
ァ

サ
フ
ェ
ド
の
カ
ー
デ
ィ
ー
の
管
轄
区
内
に

あ
る
テ
ィ
ベ
リ
ア
湖
近
く
の
浴
場
施
設
に

は
、
近
隣
の
ム
ス
リ
ム
・
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
巡
礼
者
が
多
く
や
っ
て

来
る
が
、
施
設
が
壊
れ
て
お
り
、「
も
し
そ

れ
が
修
復
さ
れ
れ
ば
、
い
か
に
多
く
の
収

益
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か

!」
と
い
う
嘆

願
に
対
し
て
、
修
復
の
許
可
。

O
D

, n
o.

 8
9.

C

10
15

64
.9

.6
.

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

以
前
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
警
吏
下
に
あ
る
ム

ス
リ
ム
・
非
ム
ス
リ
ム
の
通
訳
た
ち
に
よ

る
不
法
行
為
（
賄
賂
・
窃
盗
な
ど
）
に
つ

い
て
の
調
査
を
命
じ
た
が
、
そ
の
際
に
罷

免
さ
れ
た
者
た
ち
が
そ
の
後
に
復
職
し
て
、

以
前
に
も
ま
し
て
不
法
行
為
を
行
っ
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、
然
る
べ
き
対
処
を
な

す
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
0.

D

11
15

64
.1

0.
15

.
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ

イ
レ
ル
・
ベ
イ

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

ハ
サ
ン

ラ
ジ
ュ
ー
ン
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

の
ケ
マ
ー
ル

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

ジ
ェ
ニ
ン
の
町
を
整
備
し
て
防
備
す
れ
ば
、

エ
ジ
プ
ト
～
エ
ル
サ
レ
ム
の
街
道
の
安
全

が
確
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
報
告
に

対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 5
6.

C
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12
15

64
.1

2.
30

.
エ
ル
サ
レ
ム
の

カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
て
モ
ス
ク
が
あ
っ
た
場
所
を
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
た
ち
が
モ
ス
ク
が
あ
っ
た
証
拠

は
な
い
と
し
て
占
拠
し
て
い
る
と
の
報
告

に
対
し
て
、
調
査
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
17

.
A
・

B

13
15

65
.2

.1
9.

バ
ス
ラ
の
ベ
イ
レ

ル
・
ベ
イ

バ
ス
ラ
の
ベ
イ
レ
ル
・
ベ
イ
ホ
ル
ム
ズ
に
駐
屯
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
軍

事
長
官
が
、

1,
00

0
人
の
軍
勢
と
共
に
エ
ル

サ
レ
ム
巡
礼
を
行
う
許
可
を
求
め
て
い
る

と
い
う
報
告
に
対
し
、

10
人
だ
け
に
制
限

し
、
そ
れ
以
上
に
連
れ
て
こ
な
い
か
注
視

す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
25

.
C

14
15

65
.7

.
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
ワ
イ
ン
の
持
ち
込
み
、

お
よ
び
そ
れ
を
ム
ス
リ
ム
に
飲
ま
せ
る
こ

と
の
禁
止
の
厳
格
化
を
命
令
。
も
し
命
令

が
遵
守
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
カ
ー
デ
ィ
ー

が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
警
告
。

O
D

, n
o.

 1
06

.
C
・

D

15
15

65
.8

.3
1.

エ
ル
サ
レ
ム
の
住

民
モ
ッ
ラ
ー
フ
・

ス
ー
ヤ
ー
ミ
ー
・

ル
ー
ミ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

幾
人
か
の
女
性
巡
礼
者
た
ち
が
ア
ク
サ
ー
・

モ
ス
ク
の
前
に
座
り
込
ん
で
い
る
た
め
に

金
曜
日
の
礼
拝
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る

こ
と
に
加
え
て
、
ゴ
ミ
の
問
題
が
あ
る
こ

と
、
お
よ
び
聖
母
マ
リ
ア
の
墓
所
と
イ
エ

ス
の
足
跡
の
教
会
に
男
女
問
わ
ず
に
多
く

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
や
っ
て
来
る
が
不
法

行
為
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
な
ど
幾
つ
か

の
よ
そ
者
に
よ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
の

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

O
D

, n
o.

 9
8.

C

セ
リ
ム

2
世

16
15

67
.8

.7
.

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

（
エ
ル
サ
レ
ム
巡

礼
者
）

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

息
子
と
共
に
行
っ
て
い
た
エ
ル
サ
レ
ム
巡

礼
の
道
中
で
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
襲
撃
・
略

奪
行
為
を
行
っ
た
上
に
、
息
子
を
捕
ら
え

て
保
釈
金
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
訴
え

に
対
し
て
、
速
や
か
に
対
処
す
る
よ
う
に

命
令
。

O
D

, n
o.

 4
1.

C
・

F

17
15

67
.8

.7
.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ

イ
レ
ル
・
ベ
イ

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

反
乱
分
子
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
鎮
圧
す
る
た

め
の
武
器
の
配
備
の
報
告
。

O
D

, n
o.

 4
7.

F

18
15

68
.8

.2
0.

前
エ
ル
サ
レ
ム
の

ベ
イ
レ
ル
・
ベ
イ

の
メ
フ
メ
ッ
ト

（
現
シ
ャ
フ
リ
ゾ

ル
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
）

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
の
ム
ラ
ー
ト
・
パ
シ
ャ
エ
ル
サ
レ
ム
に
水
を
導
く
施
設
の
費
用
の

報
告
。

O
D

, n
o.

 9
5.

D
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19
15

71
.3

.1
4.

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

の
ア
フ
メ
ト

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
の
ア
フ
メ
ト

ヘ
ブ
ロ
ン
で
硝
石
鉱
脈
の
発
見
の
報
告
。

O
D

, n
o.

 8
8.

D

20
15

71
.3

.1
4.

エ
ル
サ
レ
ム
内
の

ム
ス
リ
ム
た
ち

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
教
会
に
隣
接
し
て
い
た

モ
ス
ク
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
不
法
に
占

拠
し
て
教
会
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
訴

え
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
に
戻
す
よ
う
に
命

令
。

O
D

, n
o.

 1
18

.
A
・

B

21
15

71
.6

.4
.

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

ア
フ
メ
ト
ガ
ザ
の

サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ

イ
の
ル
ド
ヴ
ァ
ー

ン

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
の
ア
フ
メ
ト
ガ
ザ
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の
ル
ド

ヴ
ァ
ー
ン

ベ
ド
ウ
ィ
ン
と
の
境
界
地
域
の
城
塞
を
再

建
し
た
が
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
悪
行
は
止
む

こ
と
な
い
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、
駐
屯

兵
の
増
員
を
約
束
。

O
D

, n
o.

 5
7.

F

22
15

71
.6

.
ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
の
ル
ド

ヴ
ァ
ー
ン

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ

ベ
ド
ウ
ィ
ン
と
の
境
界
地
域
の
城
塞
に
お

け
る
人
員
配
置
に
つ
い
て
の
報
告
。

O
D

, n
o.

 5
8.

F

23
15

71
.1

2.
2.

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
の
リ
ド

ワ
ー
ン

ア
ミ
ー
ル
の
ア
ッ
サ
ー
フ

リ
ド
ワ
ー
ン
が
ラ
ジ
ュ
ー
ン
～
ダ
マ
ス
ク

ス
・
カ
イ
ロ
の
街
道
を
、
強
盗
な
ど
か
ら

防
衛
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
。

O
D

, n
o.

 4
.

F

24
15

72
.3

.2
4.

カ
フ
ル
・
カ
ン
ナ

の
カ
ー
デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
サ
フ
ェ
ド
の
カ
ー
デ
ィ
ー

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
管
区
内
で
反
乱

分
子
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
勢
力
を
集
結
さ
せ

て
い
る
と
の
報
告
に
対
し
て
、
阻
止
す
る

よ
う
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
6.

F

25
15

73
.8

.2
5.

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

ア
ッ
コ
ン
の
カ
ー

デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

サ
フ
ェ
ド
の
カ
ー
デ
ィ
ー

イ
ブ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
が
、
ア
ッ
コ
ン
管
区

内
に
て
反
乱
分
子
の
シ
ャ
イ
フ
た
ち
を
結

集
し
て
い
る
と
の
報
告
に
対
し
て
、
防
衛

を
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
7.

F

26
15

74
.6

.9
.

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
や
ヘ
ブ
ロ
ン
に
や
っ
て
来
る

巡
礼
者
た
ち
を
襲
撃
す
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
、

お
よ
び
ナ
ブ
ル
ス
～
エ
ル
サ
レ
ム
の
街
道

を
荒
ら
す
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
捕
ら
え
た
た
め
、

安
全
が
確
保
さ
れ
た
と
い
う
報
告
に
関
し

て
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
囚
人
の
交
換
を
求
め

て
も
そ
れ
に
応
じ
な
い
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 5
0.

C
・

F
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ム
ラ
ト

3
世

27
15

76
.5

.1
7.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

前
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

ス
レ
イ
マ
ン
（
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
）
に
よ
る
数
々
の
不
法
行
為
（
ム
ス

リ
ム
の
殺
害
を
含
む
）
の
調
査
を
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
6.

D

28
15

76
.7

.2
6.

サ
フ
ェ
ド
の
ユ
ダ

ヤ
人
セ
ヴ
ィ
ー

（
公
的
に
認
め
ら

れ
た
両
替
商
）

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の
メ
フ

メ
ト
が
難
癖
を
つ
け
て
き
て
金
銭
を
要
求

し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
入
念

に
調
査
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
09

.
D

29
15

76
.7

.
ロ
ド
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ

イ
小
麦
を
積
み
込
む
た
め
に
ア
ッ
コ
ン
や

テ
ィ
ー
ル
を
往
来
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

ガ
レ
ー
船
が
ム
ス
リ
ム
の
船
を
攻
撃
し
て

い
る
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、
サ
フ
ェ
ド

の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
は
沿
岸
を
警
備
し
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
・
ダ
ミ
エ
ッ
タ
な
ど

の
ガ
レ
ー
船
は
海
上
を
警
備
す
る
よ
う
に

命
令
。

O
D

, n
o.

 7
8.

E

30
15

76
.8

.1
4.

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
囚
人
の
交
換
要
請
に
対
し

て
、

1
年
に
一
度
と
い
う
形
で
許
可
。

O
D

, n
o.

 5
1.

F

31
15

76
.8

.1
4.

も
し
く
は

10
.1

8.
エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
前
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

ス
レ
イ
マ
ン
が
、
ア
ク
サ
ー
・
モ
ス
ク
や

岩
の
ド
ー
ム
を
修
復
す
る
た
め
に
供
給
さ

れ
た
鉄
・
木
材
・
大
理
石
な
ど
を
、
自
分

の
家
を
建
て
る
た
め
に
流
用
し
た
と
い
う

報
告
に
対
し
て
、
賠
償
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

O
D

, n
o.

 1
01

.
D

32
15

77
. 2

.1
8.

サ
フ
ェ
ド
の
ユ
ダ

ヤ
人
た
ち

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
サ
フ
ェ
ド
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ユ
ダ
ヤ
人
が
戒
律
に
従
っ
て
土
曜
日
に
働

か
な
い
こ
と
に
難
癖
を
つ
け
て
、
サ
フ
ェ

ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
が
金
銭
を
強
要

し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
調
査

す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
10

.
D

33
15

77
. 3

.4
.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ

イ
レ
ル
・
ベ
イ
の

カ
フ
ェ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
の

カ
ー
デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ

フ
テ
ル
ダ
ー
ル

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
の
ハ
サ
ン

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
管
区
内
に
お
け

る
農
民
の
反
乱
に
つ
い
て
の
報
告
に
対
し

て
、
事
を
収
め
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
5.

F
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34
15

77
. 4

.1
4.

グ
ル
ジ
ア
王
国
の

諸
侯
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

古
来
よ
り
、
多
く
の
グ
ル
ジ
ア
人
巡
礼
者

が
や
っ
て
来
る
エ
ル
サ
レ
ム
内
の
あ
る
場

所
が
あ
る
が
、
今
や
フ
ラ
ン
ク
人
と
ア
ル

メ
ニ
ア
人
が
そ
の
場
所
を
奪
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
調
査
す
る
よ

う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
23

.
A
・

B

35
15

77
. 8

.5
.

故
ダ
マ
ス
ク
ス
の

ベ
イ
レ
ル
・
ベ
イ

の
カ
フ
ェ
ル

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ

フ
テ
ル
ダ
ー
ル
の

メ
フ
メ
ト

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
管
区
内
の
無
人

地
が
強
盗
・
盗
賊
の
巣
窟
と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
こ
に
人
を
入
植
さ
せ
て
農
地
に
し

た
と
こ
ろ
平
穏
に
な
っ
た
と
い
う
報
告
に

対
し
て
、
入
植
を
進
め
る
と
と
も
に
、
盗

賊
か
ら
農
民
を
守
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
5.

F

36
15

77
. 1

2.
15

.
サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ

反
乱
分
子
で
あ
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
に
弓
矢
を

売
る
者
た
ち
が
い
る
と
の
報
告
に
対
し
て
、

阻
止
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
3.

F

37
15

78
. 9

.4
.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ
フ
テ
ル

ダ
ー
ル

ダ
マ
ス
ク
ス
の
サ
マ
リ
ア
人
や
キ
リ
ス
ト

教
徒
た
ち
が
ム
ス
リ
ム
の
よ
う
な
服
を
着

て
、
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
て
い
る
と
い
う
現

状
に
対
し
て
、
煩
わ
し
い
の
で
禁
止
す
る

よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
15

.
A
・

B

38
15

79
.3

.2
2.

エ
ル
サ
レ
ム
の
ワ

ク
フ
の
管
理
官
、

ハ
サ
ン

エ
ル
サ
レ
ム
・
ガ
ザ
・
サ
フ
ェ

ド
・
ナ
ブ
ル
ス
各
サ
ン
ジ
ャ

ク
管
区
内
の
カ
ー
デ
ィ
ー
た

ち

各
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の
家
臣
た
ち
が
ワ

ク
フ
に
や
っ
て
来
て
は
様
々
な
不
法
行
為

（
食
料
強
奪
な
ど
）
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

訴
え
に
対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命

令
。

O
D

, n
o.

 1
2.

D

39
15

79
.6

.5
.

サ
フ
ェ
ド
の
住
民

た
ち

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

サ
フ
ェ
ド
の
市
場
監
視
官
・
税
徴
収
請
負

人
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
ジ
ャ
ー

ル
ー
ス
が
、
不
正
価
格
で
売
買
し
て
い
る

こ
と
、
お
よ
び
異
教
徒
た
ち
に
小
麦
・
大

麦
を
売
却
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
外
に
輸
出

さ
せ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム

圏
外
か
ら
武
器
を
購
入
し
て
反
乱
分
子
で

あ
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
に
売
却
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
訴
え
に
対
し
て
、
調
査
し
た

上
で
有
罪
で
あ
れ
ば
彼
を
逮
捕
す
る
よ
う

に
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
5.

D
・

E
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40
15

79
.6

.5
.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ
フ
テ
ル

ダ
ー
ル

エ
ル
サ
レ
ム
～
エ
ジ
プ
ト
の
街
道
の
防
備

責
任
者
で
あ
る
ア
ッ
サ
ー
フ
が
駐
屯
兵
の

増
員
の
た
め
に
税
の
徴
収
権
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
、
許
可
。

O
D

, n
o.

 6
1.

C

41
15

81
.1

0.
4.

前
ダ
マ
ス
ク
ス
の

ベ
イ
レ
ル
・
ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ
フ
テ
ル

ダ
ー
ル

街
道
に
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
や
巡
礼
者
た
ち
を

襲
撃
す
る
反
乱
分
子
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
抑

え
る
た
め
に
、
賦
役
免
除
な
ど
を
条
件
に

人
を
入
植
さ
せ
、
防
衛
に
当
た
ら
せ
て
い

る
と
い
う
報
告
。

O
D

, n
o.

 5
4.

C
・

F

42
15

81
.1

0.
4.
お
よ
び

11
.8

.
ダ
マ
ス
ク
ス
、
サ

フ
ェ
ド
、
ア
ッ
コ

ン
の
カ
ー
デ
ィ
ー

た
ち
サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

ハ
サ
ン

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ
フ
テ
ル

ダ
ー
ル

タ
ボ
ー
ル
山
近
く
の
街
道
が
反
乱
分
子
の

ベ
ド
ウ
ィ
ン
や
強
盗
の
巣
窟
に
な
っ
て
お

り
、
エ
ル
サ
レ
ム
や
ヘ
ブ
ロ
ン
へ
の
ム
ス

リ
ム
巡
礼
者
も
襲
わ
れ
て
い
る
と
い
う
報

告
に
対
し
て
、
兵
士
を
増
強
す
る
よ
う
に

命
令
。

O
D

, n
o.

 6
2.

C
・

F

43
15

81
.1

2.
1.

ア
レ
イ
を
始
め
と

す
る
サ
フ
ェ
ド
の

サ
ン
ジ
ャ
ク
管
区

内
の
テ
ィ
マ
ー
ル

保
持
者
た
ち

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
ダ
マ
ス
ク
ス
、
サ
フ
ェ
ド
、

カ
フ
ル
・
カ
ン
ナ
の
カ
ー

デ
ィ
ー
た
ち

サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
た
ち
が
戦
争
に
て
不

在
の
中
で
、
反
乱
分
子
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
や

ド
ル
ー
ズ
派
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い

る
と
の
報
告
に
対
し
て
、
首
謀
者
を
摘
発

し
て
武
器
を
没
収
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
2.

F

44
15

82
.5

.1
.

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン

ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
管

区
内
の
カ
ー
デ
ィ
ー
た
ち

あ
る
者
た
ち
（
カ
ー
デ
ィ
ー
の
こ
と
で
あ

ろ
う
）
が
、
捕
ら
え
ら
れ
た
犯
罪
者
を
金

銭
を
受
け
取
っ
て
逃
が
し
て
い
る
と
い
う

報
告
に
対
し
て
、
金
銭
を
受
け
と
ら
ぬ
よ

う
、
お
よ
び
然
る
べ
き
刑
罰
を
実
施
す
る

よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
5.

D

45
15

82
.5

.7
.

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
ア
ッ
コ
ン
の
カ
ー
デ
ィ
ー

ド
ル
ー
ズ
派
に
弓
矢
を
売
却
さ
せ
な
い
よ

う
に
監
視
を
強
化
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
4.

F

46
15

83
.3

.2
2.

役
人
た
ち

反
乱
分
子
で
あ
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
に
対
し
て
、

ガ
ザ
、
ア
ル
ジ
ュ
ー
ン
、
カ
ラ
ク
・
シ
ャ

ウ
バ
ク
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
た
ち
は
サ

フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
に
協
力
す

る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
0.

F
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47
15

83
.3

.2
2.

メ
フ
メ
ト
・
ギ

ラ
ー
イ
・
ハ
ー
ン

の
母
親

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

メ
ッ
カ
・
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
の
道
中
の
ナ

ブ
ル
ス
管
区
内
に
て
、
近
隣
の
ベ
ド
ウ
ィ

ン
た
ち
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う

情
報
を
得
た
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、
速

や
か
に
対
処
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
3.

C
・

F

48
15

83
.3

.2
3.

ヘ
ブ
ロ
ン
の
ワ
ク

フ
管
理
官
メ
フ
メ

ト

ダ
マ
ス
ク
ス
の
デ
フ
テ
ル

ダ
ー
ル

カ
ー
デ
ィ
ー
や
他
の
役
人
た
ち
が
、
巡
礼

者
か
ら
金
銭
を
搾
取
し
て
お
り
、
特
に
女

性
は
不
安
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
訴
え
に

対
し
て
、
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
03

.
D

49
15

84
.6

.2
7.

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
の
ア
フ

メ
ト

ラ
ム
ラ
周
辺
に
お
い
て
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
旅

行
者
や
巡
礼
者
を
襲
撃
し
て
い
る
が
、
そ

れ
に
対
し
て
テ
ィ
マ
ー
ル
保
持
者
で
あ
る

ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
シ
ャ
イ
フ
の
ア
ブ
ー
ル
・

ウ
ウ
ァ
イ
ス
が
報
酬
を
見
返
り
と
し
て
防

衛
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
、
と
い
う

報
告
に
対
し
て
、
防
衛
を
委
ね
る
よ
う
に

命
令
。

O
D

, n
o.

 5
2.

C
・

F

50
15

84
11

.1
9.

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝

の
外
交
使
節

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
ム
フ
テ
ィ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

古
来
よ
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
は
修
道
士
が

居
住
し
て
お
り
、
国
庫
も
巡
礼
者
た
ち
か

ら
莫
大
な
利
益
を
得
て
き
た
は
ず
で
あ
る

が
、
今
や
修
道
士
た
ち
の
財
産
が
没
収
（
修

道
院
の
取
り
壊
し

?）
さ
れ
た
た
め
に
、
巡

礼
者
も
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
国
庫
も

大
損
失
を
被
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

報
告
（
警
告
）
に
対
し
て
、
調
査
し
て
報

告
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
21

.
A
・

C

51
15

87
.6

.2
2.

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ

ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ

の
フ
ダ
ー
ヴ
ェ
ル

デ
ィ

ダ
マ
ス
ク
ス
在
中
の
ワ

ズ
ィ
ー
ル
、
シ
ナ
ー
ン
・
パ

シ
ャ

前
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の

マ
フ
ム
ー
ド
を
殺
害
し
た
カ
ッ
ラ
ー
ニ
ー

ヤ
と
い
う
名
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
勢
力
を
増

し
て
い
る
と
い
う
報
告
に
対
し
、
防
衛
の

た
め
に
フ
ダ
ー
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
を
来
た
る
べ

き
軍
事
遠
征
か
ら
外
す
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
4.

D
・

F

52
15

88
.5

.3
0.

エ
ル
サ
レ
ム
の
ワ

ク
フ
の
監
査
官
、

ガ
ザ
ン
フ
ェ
ル
・

ア
グ
ハ

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
以
前
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
の
オ

メ
ル
が
、
ラ
ム
ラ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
管
区
内

の
住
民
か
ら
搾
取
し
て
い
た
と
い
う
報
告

に
対
し
て
、
オ
メ
ル
の
設
定
し
た
境
界
に

関
す
る
文
書
を
破
棄
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 9
.

D
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53
15

89
.1

.3
.

前
エ
ル
サ
レ
ム
の

サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ

イ
の
オ
メ
ル

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
エ
ル
サ
レ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
本
来

は
崇
拝
対
象
で
は
な
い
は
ず
の
モ
ス
ク
を

勝
手
に
信
仰
の
場
と
し
て
い
る
と
い
う
報

告
に
対
し
て
、
調
査
し
た
上
で
必
要
な
ら

ば
信
仰
の
場
を
移
動
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
13

.
D

54
15

90
.1

2.
2.

ダ
マ
ス
ク
ス
の
ベ
イ
レ
ル
・

ベ
イ

ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
あ
る
サ
ン
ジ
ャ
ク
領
域
を

所
有
し
て
お
り
、
農
民
に
対
し
て
不
法
行

為
を
し
て
い
る
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、

彼
ら
を
罰
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 2
.

D
・

F

55
15

91
.6

.-
7,

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ
の
ア
フ

メ
ト

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ

ナ
ブ
ル
ス
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
管
区
か
ら
や
っ

て
来
る
反
乱
分
子
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
旅
行

者
を
襲
撃
し
て
い
る
と
い
う
報
告
に
対
し

て
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
元
の
活
動
領
域
に
戻

さ
ぬ
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 4
9.

C
・

F

56
15

93
.3

.3
1.

ガ
ザ
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

エ
ル
サ
レ
ム
、
ガ

ザ
、
バ
イ
ト
・
ジ

ブ
リ
ー
ン
の
カ
ー

デ
ィ
ー
た
ち

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
ン
ジ
ャ

ク
・
ベ
イ

ヘ
ブ
ロ
ン
の
住
民
た
ち
が
、
反
乱
分
子
で

あ
る
ア
ッ
タ
ー
一
族
と
ア
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
一

族
の
下
に
集
結
し
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
メ
ッ

カ
巡
礼
者
た
ち
か
ら
奪
っ
た
物
を
売
買
し

て
い
る
と
の
報
告
に
対
し
、
犯
罪
者
を
摘

発
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 3
8.

C
・

F

ア
フ
メ
ト

1
世

57
16

05
.5

.2
.

サ
フ
ェ
ド
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・

ベ
イ
の
フ
ァ
ク
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
ブ
ン
・
マ
ー
ン

ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
農
村
な
ど
を
荒
ら
し
回
ら

な
い
よ
う
に
監
視
す
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 6
.

F

58
16

09
.9

.
エ
ル
サ
レ
ム
に
居

住
す
る
シ
ャ
イ
フ

の
ア
フ
メ
ト
と

シ
ャ
イ
フ
の
ム
ハ

ン
マ
ド

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
フ
ラ
ン
ク
人
が
所
有
す
る
聖
誕
教
会
に
お

い
て
、
ラ
ン
プ
を
吊
す
こ
と
を
望
む
ム
ス

リ
ム
・
非
ム
ス
リ
ム
を
、
フ
ラ
ン
ク
人
の

修
道
士
が
阻
止
し
て
困
惑
さ
せ
て
い
る
の

を
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
懇
願
に
対
し
、

理
由
な
く
し
て
阻
止
す
る
の
は
止
め
さ
せ

る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
26

D
T,

 n
o.

 4
7,

 
51

.

A

59
16

11
.1

.2
.

ラ
ジ
ュ
ー
ン
の
カ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ジ
ュ
ー
ン
の
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
の
嫌

が
ら
せ
に
ょ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
商
人

た
ち
が
も
は
や
ハ
イ
フ
ァ
の
港
に
寄
り
つ

か
な
い
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 7
7.

D
T,

 n
o.

 5
0.

D
・

E

60
16

13
.7

.2
3.

エ
ル
サ
レ
ム
の

カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
教
会
が
壊
れ
か
か
っ
て
い
る
が
た
め
に
ベ

ド
ウ
ィ
ン
や
往
来
者
か
ら
の
不
法
行
為
の

的
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
セ
ル
ビ
ア
人

の
教
会
の
修
復
許
可
。

O
D

, n
o.

 1
20

.
B
・

F
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61
16

13
.7

.
エ
ル
サ
レ
ム
の

カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
イ
エ
ス
の
足
跡
が
残
る
教
会
の
修
復
許
可

を
ア
ル
メ
ニ
ア
人
が
得
た
が
、
金
銭
を
巻

き
上
げ
る
た
め
に
妨
害
し
よ
う
と
す
る
者

が
い
る
と
い
う
報
告
に
対
し
て
、
止
め
さ

せ
る
よ
う
に
命
令
。

O
D

, n
o.

 1
22

.  
D

T,
 n

o.
 6

7.
B

62
16

13
.8

.
エ
ル
サ
レ
ム
の

カ
ー
デ
ィ
ー

エ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ー
デ
ィ
ー
古
来
よ
り
、
シ
オ
ン
山
は
フ
ラ
ン
ク
人
の

所
有
下
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
あ
る
ダ

ヴ
ィ
デ
の
墓
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ラ
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に
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置
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る
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ル
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ム
・
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ブ
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お
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て
、
反
乱
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で
あ
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
、
メ
ッ
カ
に
向
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巡
礼
者
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を
襲
撃
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て
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る
と
い
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状
に
対
し
て
、
討
伐
す
る
よ
う
に
命
令
。
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8.
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・
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ムスリムのような出で立ちをするということを選択したが（21）、このことが逆効果となって
しまう可能性が小さくなかったことを、表 2-37は窺わせてくれるのである。

IV.　お　わ　り　に

本小文では、フェルマーンという史料群から聖地巡礼を照射しようと試みてきたが、最
後にポイントとなる点を簡単に振り返っておきたい。
全体として言えることは、オスマン帝国の中央政府による巡礼者への対応が、聖地巡礼
記に見られるムスリムに対する感情とかなりの程度にシンクロしている、ということであ
る。このことから、我々は聖地巡礼記作者たちの感情が、必ずしも偏見や先入観にではな
く、実体験に基づくものであったことを知ることができる。
その一方で、聖地巡礼記からは知り得ない幾つかの情報もフェルマーンは教えてくれた。
まずは、巡礼者保護の政策が執られたのは、彼らの到来が決して小さくはない経済効果を
もたらすものとして、中央政府が認識していたということである。このような認識の下で、
あくまでもパーソナルな問題であるかもしれないが、聖地巡礼者を受け入れる主監が
1570年代後半よりサンジャク・ベイからカーディーへと移行された。ただし、必ずしも
全てのサンジャク・ベイを始めとする役人たちが、私腹を肥やすために不正行為を行って
いたわけでもなかった。聖地巡礼者たちの交通の安全を含む治安維持にかかる経費が、搾
取と見られる要因の一つとなっていたからである。そして、フェルマーンは聖地巡礼者に
対する嫌がらせを行う者が、ムスリムに限定されていたわけではなかったことも教えてく
れた。その背景には、聖所の管理権・所有権を巡るキリスト教の諸宗派間の争いがあった
が、その中において我々は加害者としてのキリスト教徒たちの姿を見いだすことができ、
カトリック信徒もその例外ではないことを確認することができた。さらにそれに関連して、
聖地巡礼者の中には現地の人々を困惑させる「厄介者」が存在していたことを、フェルマー
ンは我々に教えてくれるのである。
以上、本小文で得られた結果を、改めて聖地巡礼記や聖地巡礼者を受け入れる側にあっ
たフランチェスコ会聖地管区の他の史料（『聖地巡礼者受け入れ名簿』など）と突き合わ
せてみることを次なる課題として、本稿を閉じたい。

（本稿は、2016年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 B : 代表・学習院大学文学
部教授・亀長洋子）による研究成果の一部である。）

（21） 拙稿「後期十字軍再考（9）」140頁、など。


